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国土交通省回答　　　事業評価について

〇法律としては「行政機関が行う政策の評価に関する法律」があり、 その第六条では、 行政機関の長は、 

政策評価に関する基本計画を定めることとされています。

0これを受けて、 国土交通省では、「国土交通省政策評価基本計画」を定めており、 その「個別公共事業 

評価」においては、「新規事業の採択時」や「事業採択後一定期間」としており、 事業採択された事業毎 

に評価を実施することとしています。
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